
目

次

告

示

△

字
の
区
域
の
変
更
の
届
出
を
訂
正
す
る
旨
の
届
出

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
一

△

保
安
林
の
指
定
の
解
除

(

治

山

室)

…
…
…
一

△

道
路
の
併
用
開
始(

二
件)

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
一

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
二

△

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

(

職
業
能
力
開
発
室)

…
…
…
二

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

三

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
七
百
二
十
八
号

平
成
十
八
年
四
月
二
十
四
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
三
十
一
号
に
登
載
の
広
島
県
告
示
第
五
百
二
号

(

字
の
区
域
の
変
更)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
旨
、
世
羅
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
七
百
二
十
九
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

呉
市
焼
山
町
字
此
原
七
二
○
の
二
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建

設
局
竹
原
支
局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

二 二
ペ
ー
ジ

下 下 段

｢

地
番｣

の
欄
の
九

｢

地
番｣

の
欄
の
一

行

一
一
一
八
の
二

一
一
〇
九
の
五
、
一
一
一
九

誤

一
一
一
八
の
二
、
一
一
一
九

一
一
〇
九
の
五

正

県
道
大
崎
上
島

循
環
線

路

線

名

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
大
田
浜
四
〇
九
八
番
七
地
先
か
ら

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
笹
ヶ
浜
沖
五
五
四
七
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
七
月
二

七
日 供

用
開
始
の
期
日

県
道
大
西
大
西

港
線 路

線

名

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
沖
菅
原
五
五
三
〇
番
二
二
地
先
か
ら

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
沖
菅
原
五
五
三
〇
番
三
七
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
七
月
二

七
日 供

用
開
始
の
期
日

(定期)

定

第 ５６

期

号

発行者 広 島 県
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広
島
県
告
示
第
七
百
三
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
八
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

職
業
能
力
開
発
促
進
法

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練

指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
七
月
二
十
七
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

実
施
す
る
免
許
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号)

別
表
第
十
一
の
免
許
職

種
の
欄
に
掲
げ
る
全
職
種

二

試
験
の
科
目

１

和
裁
科
に
つ
い
て

(一)

指
導
方
法

(

職
業
訓
練
原
理
、
教
科
指
導
法
、
訓
練
生
の
心
理
、
生
活
指
導
及
び
職
業
訓
練
関
係

法
規)

(二)

関
連
学
科

�
系
基
礎
学
科

ア

裁
縫

(

裁
縫
工
程
、
裁
縫
用
具
及
び
見
積
り)

イ

縫
製
法

(

縫
製
法
及
び
縫
製
用
材
料)

ウ

安
全
衛
生

(

安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理)

�
専
攻
学
科

ア

和
裁
法

(

裁
縫
工
程
、
和
服
の
種
類
及
び
裁
縫
法)

イ

被
服
学

(

被
服
史
、
被
服
論
、
被
服
科
学
及
び
服
装
美
学)

２

和
裁
科
以
外
の
職
種
に
つ
い
て

１
(一)
の
指
導
方
法
の
み

三

受
験
資
格

１

職
業
能
力
開
発
促
進
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者

２

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
第
四
十
五
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
者

３

前
１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
受
験
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

(一)

成
年
被
後
見
人
又
は
被
保
佐
人

(二)

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

(三)

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

四

試
験
の
日
時

１

和
裁
科
に
つ
い
て

(一)

指
導
方
法

平
成
十
八
年
十
月
一
日

(

日)

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

(二)

関
連
学
科
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2

県
道
下
川
辺
尾

道
線 路

線

名

尾
道
市
原
田
町
梶
山
田
字
大
上
三
六
九
九
番
一
地
先
か
ら

尾
道
市
原
田
町
梶
山
田
字
坂
本
三
八
〇
九
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
八
年
七
月
二

七
日 供

用
開
始
の
期
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
日
韓(

韓
日)

農
業
・
農
村
文
化

研
究
所

特
定
非
営
利
活
動

法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

一
塲
史
行

加�
浩

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
中

区
江
波
栄
町
二
番

三
三
―
一
〇
二
号

広
島
県
府
中
市
元

町
四
四
五
番
地
の

一 主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
日
韓(

韓
日)

の
農

業
・
農
村
文
化
関
連
情
報
の
集
積
及

び
研
究
等
の
事
業
を
行
い
、
両
国
の

学
術
・
文
化
・
芸
術
の
振
興
を
図
り
、

活
力
あ
る
農
業
・
農
村
社
会
と
新
た

な
産
業
・
文
化
を
生
み
出
す
安
全
で

健
や
か
な
環
境
づ
く
り
を
図
り
、
も
っ

て
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
増
進

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

こ
の
法
人
は
、
幼
児
か
ら
高
齢
者
ま

で
の
あ
ら
ゆ
る
年
齢
層
に
対
し
て
、

広
い
意
味
で
の
教
育
サ
ー
ビ
ス
や
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

地
域
の
す
べ
て
の
人
々
が
幸
福
で
意

義
あ
る
人
生
を
送
れ
る
こ
と
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
八
年
七

月
一
二
日

平
成
一
八
年
七

月
一
〇
日

申
請
年
月
日

(定期)



平
成
十
八
年
十
月
一
日

(

日)

午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
四
十
五
分
ま
で

２

和
裁
科
以
外
の
職
種
に
つ
い
て

指
導
方
法

平
成
十
八
年
十
月
一
日

(

日)

午
前
十
時
三
十
分
か
ら
正
午
ま
で

五

試
験
の
場
所

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号

広
島
県
庁
舎
本
館
六
階
講
堂

六

受
験
申
請
手
続

１

提
出
書
類

(一)

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書

(二)

写
真
一
枚

(

申
請
前
六
か
月
以
内
に
撮
影
し
た
上
半
身
、
正
面
、
無
帽
の
も
の
で
、
縦
三
・
六
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の)

(三)

前
記
三
の
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

２

書
類
の
提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
総
務
管
理
局
職
業
能
力
開
発
室

(

〒
七
三
〇－

八
五
一
一

広
島
市
中
区
基
町

一
〇
番
五
二
号)

３

書
類
の
提
出
期
間

平
成
十
八
年
八
月
十
四
日

(

月)

か
ら
同
年
八
月
二
十
五
日

(
金)

ま
で

(

受
付
時
間
は
午
前
八
時

三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で)

。
た
だ
し
土
曜
日
及
び
日
曜
日
は
除
く
。

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
記
録
郵
便
又
簡
易
書
留
郵
便
と
し
、
平
成
十
八
年
八
月
二
十
五
日
ま
で

の
消
印
が
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

４

受
験
手
数
料

三
千
百
円

こ
の
手
数
料
は
、
三
千
百
円
に
相
当
す
る
額
の
広
島
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は

っ
て
納
付
す
る
こ
と
。

広
島
県
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

な
お
、
納
付
さ
れ
た
受
験
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

七

合
格
者
の
発
表
な
ど

合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
平
成
十
八
年
十
月
十
九
日

(

木)

午
前
九
時
に
広
島
県
庁
舎
前
の
掲
示
板
に

掲
示
し
て
行
う
ほ
か
、
広
島
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。
ま
た
合
格
者
及
び
学
科
試
験
の
一
部
に
合

格
し
た
者
に
つ
い
て
は
書
面
で
通
知
す
る
。

八

そ
の
他

１

受
験
申
請
書
の
用
紙
は
、
広
島
県
商
工
労
働
部
総
務
管
理
局
職
業
能
力
開
発
室
で
交
付
す
る
。

郵
送
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
返
信
用
封
筒

(

Ａ
四
判
・
百
二
十
円
切
手
を
は
り
、
あ
て
先
を
明

記
し
た
も
の)

を
同
封
す
る
こ
と
。

２

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
は
、
広
島
県
商
工
労
働
部
総
務
管
理
局
職
業
能
力
開
発
室

(

電

話
〇
八
二－

五
一
三－

三
四
三
一)

に
す
る
こ
と
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

57号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

18年
７
月

27日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫
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3

6P
0503

検
定

番
号

告
示
の
日

(平
成

18年
７
月

27
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
ぱ
ち

ん
こ
華
王

美
空
ひ
ば

り
Ｍ

62Ｔ
Ｆ

3

型
式
名

京
楽
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
榎
本
宏

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦

三
丁
目

24番
4号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)


